
お知らせお知らせ
税
理
士
に
よ
る
地
区
相
談
会
場

税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
書
の
書
き
方

な
ど
の
相
談
を
無
料
で
、
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

る
場
合
）・
所
得
控
除
に
係
る
各
種
証

明
書
な
ど
の
申
告
書
の
作
成
に
必
要
な

書
類
・
筆
記
用
具
な
ど
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

※
各
会
場
と
も
「
土
地
・
建
物
・
株
式
な

ど
を
売
却
さ
れ
た
所
得
」「
山
林
所
得
」

「
贈
与
税
」「
相
続
税
」
に
関
す
る
相
談

は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

令
和
7
年
（
2
0
2
5
年
）
分

確
定
申
告
会
場

湯
浅
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
会
場
を

開
設
し
ま
す
。

●
開
設
期
間
／
2
月
16
日
（
月
）
～
3
月

16
日
（
月
）

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

●
相
談
受
付
時
間
／
16
時
ま
で

※
確
定
申
告
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
っ
て

は
、
16
時
以
前
に
相
談
受
け
付
け
を
終

了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

※
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
で
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
（
以
下
ス
マ
ホ
）
に
よ
る
申

告
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。
ス
マ
ホ
を

お
持
ち
の
方
は
ス
マ
ホ
を
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
持
参
を
お
願
い
し
ま

す
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
二
つ
の

暗
証
番
号
も
お
忘
れ
な
く
）。

●
土
地
等
譲
渡
所
得
お
よ
び
贈
与
税
の
相

談

次
の
担
当
者
が
従
事
し
て
い
る
日
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

・
日
程
／
2
月
16
日
（
月
）・
17
日
（
火
）・

24
日
（
火
）・
25
日
（
水
）・
26
日
（
木
）・

3
月
9
日（
月
）・
10
日（
火
）・
11
日（
水
）・

12
日
（
木
）・
13
日
（
金
）・
16
日
（
月
）

確
定
申
告
は
自
宅
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
で
e
‐
T
a
x
！

確
定
申
告
を
す
る
際
に
は
、
ス
マ
ホ
や

パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
、
ご
自
宅
か
ら
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
案
内
に
沿
っ
て
金

額
な
ど
を
入
力
す
る
と
、
税
額
な
ど
が
自

動
計
算
さ
れ
、
計
算
誤
り
の
な
い
申
告
書

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
成

し
た
申
告
デ
ー
タ
は
、
そ
の
ま
ま
e
‐

T
a
x
で
送
信
可
能
で
す
の
で
、
令
和

7
年（
2
0
2
5
年
）分
の
確
定
申
告
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
ご
自

宅
か
ら
申
告
で
き
る
e
‐
T
a
x
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
に
関
す
る
税
務
相
談

は
ぜ
ひ
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
を

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
と
は
、
利
用
者
の
知

り
た
い
情
報
に
つ
い
て
、
Ａ
Ｉ
が
自
動
で

回
答
を
表
示
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
で

す
。
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
税
に
関
す
る
疑
問
に
つ
い
て
、

電
話
で
の
相
談
に
比
べ
て
気
軽
に
質
問
し

た
り
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
る
税
の
情
報
に
短
時
間
で
ア
ク
セ
ス

し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

確
定
申
告
期
限

●
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
申
告
・
納
期
限
／
3
月
16
日
（
月
）

●
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事

業
者
）
の
申
告
・
納
期
限
／
3
月
31
日

（
火
）

●
贈
与
税
の
申
告
・
納
期
限
／
3
月
16
日

（
月
）

便
利
な
納
付
方
法
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

国
税
の
納
付
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
（
振
替
納
税
）・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

納
付
・
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
に
よ
る

e
‐
T
a
x
申
告
と
連
動
し
た
ダ
イ
レ

ク
ト
納
付
・
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付
な
ど
、

金
融
機
関
や
税
務
署
な
ど
の
窓
口
に
行
く

必
要
が
な
い
、
非
対
面
の
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
納
付
」の
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

湯
浅
税
務
署
　
☎
6
3
‐
5
3
5
1

2 月
開設時間5 10 12 13

木 火 木 金

有田市文化福祉センター
大会議室 ●

9:30 ～ 16:00
（相談受け付け締め切り時間 15:30）有田川町役場 吉備庁舎

4 階 第 2・3 会議室 ●

有田川町役場 清水行政局
2 階 大会議室 ● 9:30 ～ 15:00

（相談受け付け締め切り時間 14:30）

湯浅納税協会
３階 会議室 ● 9:30 ～ 16:00

（相談受け付け締め切り時間 15:30）

開設場所

開催日
※
い
ず
れ
の
会
場
も
12
時
～
13
時
は
、
相

談
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

※
ご
来
場
の
際
に
は
、
前
年
分
の
控
え
・

源
泉
徴
収
票
（
給
与
・
年
金
収
入
の
あ

国税庁 チャット
ボット（ふたば）
に相談する

31 広報ありだがわ　2026.1


